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大切な　　のお知らせ

　

税

　令和 5 年中に給与・賃金などを支払った人は、受給
者の住民登録地の市町村に給与支払報告書を提出する
ことになっています。期限内の提出をお願いします。
　なお、給与支払報告書には法人番号および個人番号
（マイナンバー ) の記入が必要ですので、記入漏れの
ないようお願いいたします。

◆提出期限　令和 6 年 1 月 31 日㈬

◆提 出 先　令和 6 年 1 月 1 日現在の住民登録地が

　　　　　①町内の人 … 三戸町役場税務課
　　　　   ②町外の人 … それぞれの市区町村

⚠注意点
・ 個人、法人は問いません。個人が家族に支払った給
  与についても同様です。
・金額の多少、年末調整の有無にかかわらず、全ての
  給与などについて報告が必要です。
・個人事業主は、報告書を提出する際に、事業主のマ
  イナンバー確認書類と本人確認書類の提示（郵送の
  場合は写しの添付）が必要です。
・扶養親族および控除対象配偶者についても、マイナ
  ンバーの記入が必要です。
・中途就職・退職者についても、就職・退職年月日を
　記入の上、提出してください。
・所得税の源泉徴収義務がある事業主は、対象従業員
  の給与支払報告書を「特別徴収」として提出してく
  ださい。
・給与支払報告書の用紙は、役場税務課窓口または八
　戸税務署に用意してあります。

給与支払報告書の提出をお願いします

県税の納税証明書交付申請時の本人確認にご協力ください
　県税の納税証明書の交付申請をするときは、次のとおり、本人確認しています。
➊　納税義務者本人（法人の場合は代表者）が交付申請の手続を行う場合は、マイナンバーカード、運転免許証、
　パスポートなど、本人であることを証明する公的書類の提示をお願いしています。
➋　納税義務者本人以外が交付申請の手続を行う場合は、納税義務者本人（法人の場合は代表者）からの委任状の
　ほか、交付申請の手続を行う人について、本人であることを証明する公的書類の提示をお願いしています。
※　顔写真付き以外の書類は、国民健康保険証、年金手帳、共済組合員証など 2 枚以上の提示、委任状には、納税
　義務者本人の自署、代理人の自署をお願いします。
※令和 6 年 1 月 4 日から、窓口受付時間が 8 時 45 分から 17 時までとなります。

県税部からのお知らせ

三戸町役場 税務課 
☎ 20-1118

問

　国と市区町村にそれぞれ提出義務のある源泉徴収票・給与支払報告書を一括して、ｅＬＴＡＸで一元的に送信す
ることができます。対応ソフトウエアで源泉徴収票と給与支払報告書の統一様式に１回入力するだけで、それぞれ
のデータが作成され、給与支払報告書のデータが市区町村に、源泉徴収票のデータが国税庁に提出できます。
　※　前々年に税務署に提出した源泉徴収票の提出枚数が 100 枚以上の場合は、給与支払報告書

給与支払報告書の提出は eLTAXで !

三八地域県民局県税部
☎ 0178-27-5111

（内線）211、327、357

問

　　をｅＬＴＡＸや光ディスクなどにより提出することが義務付けられています。
　　　例えば、令和 4 年 1 月に税務署に提出した源泉徴収票の提出枚数が 110 枚の場合、令和
　　6 年 1 月に市区町村に提出する給与支払報告書は、ｅＬＴＡＸか光ディスクなどにより提出
　　しなければなりません。

　法人や個人で事業を行っている人は、毎年 1 月 1 日現在の償却資産の所有状況について申告が必要で
す。期日までに提出してくださるようお願いします。
◆提出期限　令和 6 年 1 月 31 日㈬まで　　◆提出先　三戸町役場 税務課
＊償却資産とは事業用に使用する構築物や機械、器具、設備などのことです。土地や家屋、自動車税や
　軽自動車税の対象となる車両などは除きます。

【具体例】小売業の自動販売機、看板、レジスター、飲食店の厨房設備、製造業の製造設備、コピー機、
太陽光発電設備など
＊償却資産の増加・減少がない人も申告が必要です。
＊新たに申告が必要となる人で、申告書をお持ちでない人は税務課までお問い合わせいただくか、町ホー
　ムページでご確認ください。

固定資産税（償却資産）申告書の提出について


